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論壇
民
法
の
改
正

平
成
30
年
7
月
6
日
に
「
民

法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成

30
年
法
律
第
72
号
）
が
成
立
し

た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
高
齢
化

が
進
展
し
て
い
る
こ
と
、
国
民

の
権
利
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
等
か
ら
、
相
続
に
関
す
る

規
定
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
当
該
改
正
の
う
ち

税
理
士
に
影
響
す
る
も
の
の
一

つ
に
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の

効
力
及
び
法
的
性
質
の
見
直
し

が
あ
る
。
こ
の
見
直
し
は
、
事

業
承
継
に
考
慮
が
さ
れ
た
改
正

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
遺
留
分
制
度
と

事
業
承
継
の
関
係
及
び
税
務
に

対
す
る
影
響
を
考
え
て
い
く
。

遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
法
的
性
質

被
相
続
人
に
は
、
生
前
贈
与

や
遺
贈
に
よ
り
自
ら
の
財
産
を

自
由
に
処
分
す
る
権
利
が
あ

る
。
一
方
で
、
相
続
制
度
は
遺

族
の
生
活
保
障
や
遺
産
の
形
成

に
貢
献
し
た
遺
族
の
潜
在
的
持

分
の
清
算
等
と
い
う
機
能
を
有

し
て
い
る
。

も
し
、
被
相
続
人
が
財
産
を

自
由
に
処
分
す
る
権
利
に
よ

り
、
恣
意
的
に
財
産
を
処
分
し

て
し
ま
っ
た
場
合
、
遺
族
の
生

活
の
保
障
が
で
き
な
く
な
っ
た

り
、
遺
族
の
潜
在
的
持
分
の
清

算
へ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、「
被

相
続
人
の
財
産
処
分
の
自
由
を

制
限
し
、
相
続
人
に
被
相
続
人

の
財
産
の
一
定
割
合
の
取
得
を

保
障
す
る
こ
と
ⅰ
」
を
趣
旨
と

し
て
遺
留
分
制
度
が
設
け
ら
れ

た
ⅱ
。

旧
民
法
で
は
、
遺
留
分
減
殺

請
求
権
と
い
い
、
遺
留
分
権
利

者
等
が
、
遺
留
分
を
保
全
す
る

の
に
必
要
な
限
度
で
、
被
相
続

人
が
行
っ
た
遺
贈
及
び
贈
与
の

減
殺
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
権
利
で
あ
っ
た
（
旧
民
法
1

0
3
1
）。

そ
し
て
、
こ
の
遺
留
分
の
減

殺
請
求
が
さ
れ
た
と
き
に
は
、

遺
留
分
減
殺
請
求
の
意
思
表
示

に
よ
り
、
そ
の
侵
害
す
る
限
度

で
贈
与
及
び
遺
贈
の
効
力
は
失

わ
れ
、
目
的
上
の
権
利
は
当
然

に
遺
留
分
権
利
者
に
帰
属
す
る

と
解
さ
れ
て
い
た
ⅲ
（
物
権
的

効
果
説
）。
つ
ま
り
、
遺
留
分

の
減
殺
請
求
が
さ
れ
る
と
、
遺

贈
又
は
贈
与
の
目
的
財
産
（
不

動
産
等
）
は
、
受
遺
者
又
は
受

贈
者
と
遺
留
分
権
利
者
と
の
共

有
と
な
り
、
当
該
目
的
物
の
返

還
又
は
価
額
弁
償
が
行
わ
れ

る
。こ

れ
は
、
遺
留
分
制
度
は
、

明
治
民
法
で
は
家
督
相
続
制
度

を
採
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

家
産
の
維
持
を
目
的
と
し
て
い

た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
家
督
を
相
続

す
る
遺
留
分
権
利
者
が
、
遺
贈

又
は
贈
与
の
目
的
財
産
で
あ
る

不
動
産
等
の
所
有
権
等
を
取
り

戻
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
ⅳ
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
遺

留
分
制
度
で
は
、
相
続
人
の
最

低
限
の
取
り
分
の
確
保
を
目
的

と
す
る
制
度
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
贈
又
は

贈
与
の
目
的
財
産
の
所
有
権
等

ま
で
取
り
戻
す
必
要
は
な
く
、

遺
留
分
侵
害
額
に
相
当
す
る
金

銭
債
権
を
保
護
す
れ
ば
足
り
る

の
で
は
な
い
か
と
論
じ
ら
れ
て

き
た
。

ま
た
、
遺
留
分
の
減
殺
請
求

が
さ
れ
、
遺
贈
又
は
贈
与
の
目

的
財
産
が
、
受
遺
者
又
は
受
贈

者
と
遺
留
分
権
利
者
と
の
共
有

に
な
る
こ
と
は
、
事
業
承
継
に

も
影
響
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
た
ⅴ
。

例
え
ば
、
被
相
続
人
が
、
相

続
人
の
一
人
を
会
社
の
後
継
者

と
す
る
た
め
会
社
の
株
式
を
遺

贈
等
し
た
が
、
他
の
相
続
人
か

ら
遺
留
分
減
殺
請
求
が
さ
れ
た

場
合
、
当
該
会
社
の
株
式
は
、

後
継
者
と
他
の
相
続
人
と
の
共

有
と
な
る
。
共
有
に
な
っ
た
こ

と
で
、
会
社
の
決
議
が
で
き
な

い
な
ど
会
社
の
経
営
に
支
障
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
回

の
改
正
で
は
、
遺
留
分
に
関
す

る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ

り
、
金
銭
債
権
が
発
生
す
る
こ

と
に
な
っ
た
（
民
法
1
0
4
6

条
1
項
）。
つ
ま
り
、
遺
留
分

の
請
求
が
さ
れ
た
と
き
に
は
、

不
動
産
、
株
式
等
の
共
有
は
生

じ
ず
、
金
銭
を
請
求
す
る
権
利

が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
用

語
も
遺
留
分
の
「
減
殺
」
か
ら

「
遺
留
分
侵
害
額
の
請
求
権
」

な
ど
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
ⅵ
。

民
法
改
正
に
伴
う
見
直
し

上
述
の
よ
う
に
、
遺
留
分
権

利
者
は
、
受
遺
者
又
は
受
贈
者

に
対
し
、
遺
留
分
侵
害
額
に
相

当
す
る
金
銭
の
支
払
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た（
民
法
1
0
4
6
条
1
項
）。

し
か
し
な
が
ら
、
遺
贈
の
対
象

財
産
が
換
価
が
難
し
い
不
動
産

等
の
財
産
で
あ
る
場
合
な
ど
で

は
、
金
銭
を
準
備
す
る
こ
と
が

難
し
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
法
制
審
議
会
民
法

（
相
続
関
係
）
部
会
で
は
、
金

銭
の
請
求
を
受
け
た
受
遺
者
又

は
受
贈
者
が
直
ち
に
金
銭
を
準

備
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

も
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
金
銭
債

務
の
支
払
い
に
代
え
て
、
遺
贈

又
は
贈
与
の
目
的
物
を
給
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度

を
検
討
し
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

の
結
果
等
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

制
度
は
設
け
ら
れ
て
い
な

い
ⅶ
。
改
正
民
法
で
は
、
受
遺

者
又
は
受
贈
者
の
負
担
が
過
大

な
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
裁
判
所
が
、
受
遺
者

又
は
受
贈
者
の
請
求
に
よ
り
、

金
銭
債
務
の
全
部
又
は
一
部
に

つ
き
相
当
の
期
限
を
許
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
民

法
1
0
4
7
条
5
項
）。

と
は
い
え
、
金
銭
の
準
備
が

で
き
ず
、
金
銭
債
権
を
不
動
産

な
ど
で
支
払
う
こ
と
も
想
定
さ

れ
る
。
税
制
で
は
、
金
銭
の
支

払
い
に
代
え
て
、
そ
の
債
務
の

全
部
又
は
一
部
の
履
行
と
し
て

資
産
の
移
転
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
原
則
と
し
て
、
代
物
弁
済

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
譲
渡

所
得
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
（
所
得
税
基
本
通
達
33

―
1
の
6
）ⅷ
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
し
た
よ
う

に
、
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
の

法
的
性
質
の
改
正
理
由
に
は
、

事
業
承
継
に
支
障
が
生
じ
て
い

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

当
該
改
正
に
よ
り
、
事
業
承
継

に
関
す
る
税
制
に
は
、
影
響
が

な
い
か
を
検
討
す
る
。

税
法
に
は
、
事
業
承
継
を
促

す
た
め
の
制
度
が
い
く
つ
か
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
非
上
場
株

式
等
に
つ
い
て
の
贈
与
税
・
相

続
税
の
納
税
猶
予
制
度
（
以

下
、「
事
業
承
継
税
制
」
と
い

う
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

事
業
承
継
税
制
と
は
、
中
小

企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
認
定

を
受
け
た
中
小
企
業
の
非
上
場

株
式
等
を
有
し
て
い
た
先
代
経

営
者
等
が
、
後
継
者
に
当
該
中

小
企
業
の
株
式
を
贈
与
（
又
は

相
続
等
）
し
た
場
合
に
は
、
一

定
の
要
件
の
も
と
、
そ
の
非
上

場
株
式
等
に
係
る
贈
与
税
（
又

は
相
続
税
）
に
つ
い
て
、
納
税

が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
あ
る

（
措
法
70
の
7
〜
70
の
7
の
8
）。

そ
し
て
、
贈
与
を
し
た
贈
与

者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
一

定
の
要
件
を
満
た
し
、
相
続
税

の
申
告
期
限
ま
で
に
一
定
の
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
相
続

税
の
事
業
承
継
税
制
（
措
法
70

の
7
の
2
、
70
の
7
の
6
）
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
措
法
70
の
7
の
7
等
）。

相
続
税
の
事
業
承
継
税
制
の

適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
に
、

遺
留
分
侵
害
額
請
求
が
さ
れ
、

当
該
猶
予
対
象
の
株
式
を
遺
留

分
権
利
者
が
取
得
し
た
場
合
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
事
業
承
継

税
制
の
（
特
例
）
経
営
承
継
期

間
内
と
（
特
例
）
経
営
承
継
期

間
の
経
過
後
に
分
け
て
検
討
す

る
。ま

ず
、（
特
例
）
経
営
承
継

期
間
内
に
遺
留
分
侵
害
額
請
求

が
さ
れ
、
金
銭
の
支
払
い
に
代

え
て
、
当
該
猶
予
対
象
の
株
式

の
一
部
を
遺
留
分
権
利
者
が
取

得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
猶
予

対
象
の
株
式
の
一
部
が
譲
渡
所

得
の
対
象
に
な
る
。
よ
っ
て
、

相
続
税
の
事
業
承
継
税
制
の
適

用
を
受
け
て
い
る
非
上
場
株
式

等
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
譲

渡
し
た
も
の
と
し
て
、
納
税
猶

予
の
期
限
の
確
定
事
由
に
該
当

す
る
。（
特
例
）
経
営
承
継
期

間
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
納
税

が
猶
予
さ
れ
て
い
る
相
続
税
の

全
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
な

る
。一

方
、（
特
例
）
経
営
承
継

期
間
の
経
過
後
に
遺
留
分
侵
害

額
請
求
が
さ
れ
、
金
銭
の
支
払

い
に
代
え
て
、
当
該
猶
予
対
象

の
株
式
の
一
部
を
遺
留
分
権
利

者
が
取
得
し
た
場
合
に
は
、
上

記
の
よ
う
に
当
該
猶
予
対
象
の

株
式
の
一
部
が
譲
渡
所
得
の
対

象
に
な
り
、
相
続
税
の
事
業
承

継
税
制
の
納
税
猶
予
の
期
限
の

確
定
事
由
に
該
当
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、（
特
例
）
経
営
承

継
期
間
の
経
過
後
で
あ
る
た

め
、
当
該
猶
予
対
象
の
株
式
の

一
部
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い

て
、
相
続
税
を
納
付
す
る
こ
と

に
な
る
。

す
な
わ
ち
、（
特
例
）
経
営

承
継
期
間
内
か
（
特
例
）
経
営

承
継
期
間
の
経
過
後
に
よ
っ

て
、
納
税
の
負
担
が
変
わ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
遺
留
分
制
度
に
関
す

る
見
直
し
が
、
ど
の
く
ら
い
実

務
に
影
響
を
す
る
の
か
は
ま
だ

わ
か
ら
な
い
が
、
事
業
承
継
税

制
の
適
用
を
考
え
る
際
に
は
、

今
回
の
改
正
に
関
わ
ら
ず
、
遺

留
分
制
度
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ⅰ

最
判
平
成
24
年
1
月
26
日

判
時
2
1
4
8
号
61
頁

ⅱ

内
田
貴
「
民
法
Ⅳ

補
訂
版

親
族
・
相
続
」
5
0
4
頁
（
東

京
大
学
出
版
会
、
補
訂
版
第
14

刷
、
2
0
1
4
年
）

ⅲ

判
例
で
は
、「
遺
留
分
減
殺
請

求
権
は
形
成
権
で
あ
っ
て
、
そ

の
行
使
に
よ
り
贈
与
又
は
遺
贈

は
遺
留
分
を
侵
害
す
る
限
度
に

お
い
て
失
効
し
、
受
贈
者
又
は

受
遺
者
が
取
得
し
た
権
利
は
右

の
限
度
で
当
然
に
遺
留
分
権
利

者
に
帰
属
す
る
も
の
と
解
す
べ

き
」
と
述
べ
て
い
る
（
最
判
昭

和
57
年
3
月
4
日
民
集
36
巻
3

号
2
4
1
頁
）

ⅳ

堂
薗
幹
一
郎
・
野
口
宣
大
編

著
「
一
問
一
答
新
し
い
相
続
法

平
成
30
年
民
法
等
（
相
続
法
）

改
正
、
遺
言
書
保
管
法
の
解
説
」

1
2
2
頁
（
商
事
法
務
、
2
0

1
9
年
）

ⅴ

堂
薗＝

野
口
・
前
掲

1
2

2
頁

ⅵ

堂
薗＝

野
口
・
前
掲
ⅳ

1

5
6
頁

ⅶ

堂
薗＝

野
口
・
前
掲
ⅳ

1

3
1
頁

ⅷ

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
質
疑

応
答
事
例
、
譲
渡
所
得
「
遺
留

分
侵
害
額
の
請
求
に
基
づ
く
金

銭
の
支
払
に
代
え
て
土
地
を
移

転
し
た
場
合
の
課
税
関
係
」
2

0
2
0
・
6
・
5
訪
問

h
ttps://w

w
w
.n
ta.g
o
.j

p
/law

/sh
itsu
g
i/jo
to
/0

1
/0
5
.h
tm

遺
留
分
侵
害
額
請
求
と
事
業
承
継
税
制

伊藤千鶴
【浅草】
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